
都市計画法に基づく開発許可制度の技術基準の一部改正について 

 

 

第１章 開発許可基準 

４－３ ・地区計画が定められている地区を改めました（甲田・梅ケ原地区、梅ヶ原南地区の

追加）。 

 

 

第２章 住区構成・宅地区画に関する基準 

３－３ ・地区計画が定められている地区を改めました（甲田・梅ケ原地区、梅ヶ原南地区の

追加）。 

 


